
慈眼寺東公園の利用について 

 

鹿児島市役所谷山支所庁舎の大規模改修に伴い、慈眼寺東公園の一部を谷山支所仮設庁舎の敷地として使用するため、公園の一部が利用できなくなります。 

公園を利用する皆様方には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

＜利用できない期間＞     令和８年１月５日～令和１１年度末（予定） 

               ※工事期間：令和８年１月５日～令和８年１１月３０日（予定） 

               ※仮設庁舎の運用期間及び公園復旧期間：令和９年１月４日～令和１１年度末（予定） 
 
＜場      所＞     図面のとおり 

 

テニスコート 

駐車場 

広場 

仮設庁舎建設予定地 

慈眼寺東公園 

利用できなくなる範囲 

（この区画を整備して谷山支所仮設庁舎の

敷地として使用いたします。） 

※広場やテニスコートは利用できます。 

【お問合せ先】 

○谷山支所庁舎の大規模改修に関すること 

鹿児島市谷山支所総務課地域振興係 TEL：099-269-8403 

 

 ○公園の管理に関すること 

   鹿児島市公園緑化課公園管理係   TEL：099-216-1366 


